
 

 
南九州市男女共同参画審議会 

 

 

                  日 時 令和７年 10 月 21 日（火） 

                      13：30～ 

                  場 所 知覧庁舎本館２階 委員会室 

 

 

・・・・・ 会 次 第 ・・・・・ 

 

 

１ 開 会 

 

２ 男女共同参画を取り巻く状況 

 

３  令和６年度南九州市男女共同参画経過報告及び審議会の役割説明 

 

４ 協 議 

⑴ 南九州市男女共同参画基本計画二次評価について（令和６年度分） 

 

 ５ その他 

  ⑴【企画課より】オンラインお仕事講座の実施について 

  ⑵パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の導入について 

 

６ 閉 会 
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２ 現状及び経過報告について 

 

⑴ 男女共同参画を取り巻く状況 

     

  ア，地方創生2.0基本構想（令和７年６月13日閣議決定） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地域に関わる政策の基本的な姿勢・視点として重視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣官房・内閣府総合サイト 

地方創生 2.0 
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  イ，令和７年度男女共同参画白書（内閣府発行） 

R7特集テーマ：男女共同参画の視点から見た魅力ある地域づくり 

    ① 地方から都市部への人の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島県 

女性-2,781 人 

男性-1,629 人 

内閣府 HP（R7 男女共同参画白書） 
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東京圏のみ男女ともに転入超過が続いている。 

女性は男性に比べて東京圏に留まる傾向がある。 
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② 若い世代の視点から見た地域への意識 
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東京圏以外から東京圏に転出した女性は，出身地域において固定的な性

別役割分担意識等があったと感じている割合が特に高く，地方から都市へ

の転出につながり，また地元に戻ることへの心理的障壁となっている可能

性がある。 

出身地域への愛着は女性の方が高く，出身地域に戻りたいと考えている

女性も一定数存在する。 
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   ③ 魅力ある地域づくりに向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「若者や女性に選ばれる地方」に向けた地域社会の目指す姿（地方創生2.0より） 

 ◆これまでの地域社会のとある光景 

 

 

                      ×                 ＝ 

 

                                    ↓ 

                               都会の匿名性に流れていく 

 

 ◇これからの地域社会の変革の方向性 

 

           ×            ＝  

 

                                ↓ 

                         「若者や女性にも選ばれる地方」へ 

                              

引用：首相官邸Youtubeより（http://youtu.be/wVScDMW9cCL?si=WmHf4Ae6yWbXk0H8） 

顔が見える関係 「アンコンシャス・バイアス」 

（無意識の思い込み） 

若者や女性にとっての 

「息苦しさ」 

地方にも良い点は 

たくさんあるのに… 

顔が見える関係 多様な選択・ 

 生き方の尊重 

すべての人にとって 

暮らしやすい地域社会 
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http://youtu.be/wVScDMW9cCL?si=WmHf4Ae6yWbXk0H8


  ウ，ジェンダー・ギャップ指数2025年（世界経済フォーラム） 
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【参考１】第２次南九州市男女共同参画基本計画 基本体系 

（期間：令和２年～令和 12 年）                       

 

 

第２次南九州市男女共同参画基本計画（P.12）から抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての人の生涯を通じた

健康支援 

重点的に取り組むこと 

※涵養：自 然にしみこむように養成すること。

無理のないようだんだんに養い作ること。  

政策・方針決定過程への 

男女共同参画の推進 

男女共同参画に関する意識の 

涵養
かんよう

※を図る教育・学習の推進 

すべての人が安心して暮ら

せる男女共同参画の視点を

踏まえた環境の整備 

 

男女共同参画を阻害する 

あらゆる暴力の根絶 

基本目標 

男女共同参画による地域 

コミュニティづくりの推進 

すべての人が能力を発揮 

できる就業環境の整備 
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庁内推進員選出 事業担当係から選出

【内部評価】
庁内推進員による一次評

価
（231事業）

・計画の「重点的に取り組むこと」を構成している「実施
事業」についてその担当課が男女共同参画社会の形成を促
進する観点から見た事業効果や課題等について，実施状況
の評価を行う。
・計画の総合的な評価に活かすため，事業実施による効果
とそれを示すデータの把握を行う。

まちづくり推進課による
二次評価

・進行管理の庶務を行う。各担当課からの実施の評価の確
認を行い，「計画」の「重点的に取り組むこと」の進捗状
況を評価する。

推進会議
・各実施事業の実施状況について事業課報告を求め，「計
画」の「重点的に取り組むこと」の進捗状況を評価し，そ
の内容を審議会へ諮る。

【外部評価】 審議会における外部評価
・「計画」の進捗状況の内部評価について，「計画」の
「重点的に取り組むこと」の観点から評価する。

推進会議
・審議会からの意見を推進会議に返し，担当課へフィード
バックし，見直し・改善を指示する。

公表 審議会の意見を付してホームページで公表

　【評価の流れ】

【参考２】評価概要

【目的】
　　この評価は、南九州市男女共同参画推進条例（平成19年12月制定）第11条に基づき，
　南九州市男女共同参画基本計画の施策の実施状況を明らかにするため，実施するもの
　である。
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４  協議  

⑴ 令和６年度分南九州市男女共同参画基本計画二次評価について 

  ・令和５年度，令和６年度の評価点数比較（重点取り組みごと） 
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令和５ 年度， 令和６ 年度の評価点数比較（ 各視点ごと）

重点的に取り 組むこ と １ :男女共同参画に関する意識の涵養を図る教育・ 学習の推進

視点１
固定的性別役割分担意識の解消及び慣行の見直

し

視点２
学校等における男女共同参画に関する教育の充

実

視点３ 性の多様性についての理解促進

重点的に取り組むこと２ :すべての人が能力を発揮できる就業環境の整備（ 女性活躍推進計画Ⅰ）

視点１ 女性が能力を発揮できる就業環境の整備促進

視点２
ワーク ・ ラ イ フ・ バラ ンスの推進に向けた取り

組みの充実

視点３
女性の能力開発・ チャレンジに向けた取り 組み

への支援

重点的に取り組むこと３ :政策方針決定過程への男女共同参画の推進（ 女性活躍推進計画Ⅱ）

視点１ 政策・ 方針決定過程への女性の参画拡大

視点２
農林水産業・ 商工業の分野における女性の参画

拡大に向けた環境づく り

重点的に取り組むこと４ :男女共同参画による地域コミュニティづくりの推進

視点１ 地域活動での男女共同参画の意識啓発

視点２
男女共同参画の視点を取り 入れた防災活動の促

進

視点３ 女性リ ーダー等の人材育成にかかわる支援
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視点１ 視点２
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重点的に取り組むこと５ :男女共同参画を阻害するあらゆる暴力の根絶

視点１ 暴力を許さ ない社会の意識づく り

視点２
配偶者等から の暴力の防止と 被害者を支援する

基盤づく り の推進

重点的に取り 組むこ と ６ :すべての人の生涯を通じた健康支援

視点１ 生涯を通じ た男女の健康の包括的な支援

視点２
リ プロダク ティ ブ・ ヘルス /ラ イ ツに関する意識

の普及啓発

重点的に取り組むこと７ :すべての人が安心して暮らせる男女共同参画の視点を踏まえた環境の整備

視点１
ひと り 親家庭等の親子が安心し て生活できる環

境づく り

視点２
高齢者や障がい者等が安心して暮ら せる環境づ

く り

視点３
貧困等の生活上の困難に直面する若者等の自立

に向けた支援

視点４
多文化共生社会の視点に立った男女共同参画の

推進（ 南九州市多文化共生推進ﾌﾟ ﾗﾝ）

視点５
多様なラ イ フスタイ ルに対応し た子育てや介護

支援の充実

視点３
性犯罪・ ス ト ーカー行為・ ハラ スメ ント 等への

対策及び被害者支援
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視点１

視点２

視点３視点４

視点５
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★指標の設定  

担当係
目標値
（R６）

実績
（R６）

目標値
（R７）

参考（R５及び
前回調査）

11 11 11 10

1 1 2 2

10 10 10 8

3 6 4 4

※１ - 71.9 75 73.2(H30)

※１ - 63.6 65 63.4(H30)

※１ - 66.6 70 57.1(H30)

4 4 5 3

3 2.2 3 1.6

※２ 30.0 25.3 30.0 23.6

736 718 740 716

263 244 247 238

34 34 36 33

総務人事係 20.0 13.7 20.0 11.0

議会事務局 - 16.7 - 16.7

農業委員会事務局 - 21.0 - 21.0

3 2 3 2

40.0 39.2 40.0 37.0

※１ - 24.4 20 36.9(H30)

※３ - 4 0 22(H29)

共生協働推進係 1 0 1 0

20.0 7.1 20.0 7.5

※２ 20.0 12.7 20.0 12.4

20.0 15.9 20.0 16.0

20.0 15.3 20.0 15.1

20.0 23.9 20.0 24.0

※４ おやこ保健係 100.0 89.2 100.0 92.8

3 3 3 3

19 17 17 18

20 20 20 21

19 19 19 19

　 1 1 1 1

高齢者福祉係 365 370 375 359

※１ 共生協働推進係 - 52.9 60.0 53.2(H30)

※５ 総務人事係 80.0 66.7 85.0 77.8

※１

※２ 第２次南九州市総合計画後期基本計画

※３

※４ 健やか親子２１(国の指標）

※５ 南九州市特定事業主行動計画

令和６年度実施「男女共同参画社会についての市民意識調査」（615名回答）

子育て支援係

7すべての人が安心
して暮らせる男女共
同参画の視点を踏ま
えた環境の整備

地域子育て支援センター事業(箇所)

一時保育の充実(箇所）

放課後児童クラブの充実(箇所）

延長保育を実施する保育所数(箇所)

ファミリーサポートセンターの設置数(箇所)

シルバー人材センターの登録者数（人）

ワーク・ライフ・バランスの満足度(%)

男性（市職員）の育児休業取得率(%)

5男女共同参画を阻害す
るあらゆる暴力の根絶 ＤＶに関する講演・研修等の開催

6すべての人の生涯
を通じた健康支援

胃がん検診受診率(%)

健康推進係

肺がん検診受診率(%)

大腸がん検診受診率(%)

子宮がん検診受診率(%)

乳がん検診受診率(%)

妊娠11週以内での妊娠の届出率(%)

農業委員会における女性の委員の割合(%)

小中学校における女性ＰＴＡ会長の数(人)
社会教育係

小中学校における女性ＰＴＡ会長・副会長の割合(%)

4男女共同参画によ
る地域コミュニティづ
くりの推進

男性は仕事，女性は家を守るという考えに賛成(%)

共生協働推進係
みしん（出不足金）の差のある集落（%）

共生協働推進係自治会長における女性自治会長が占める割合(%)

審議会などの女性登用率(%)

認定農業者数(人）

農政係家族経営協定締結数(世帯)

女性農業経営士の認定者数(人)

市議会議員に占める女性議員の割合(%)

共生協働推進係
　住民講座（回）

　出前講座（回）

　基礎講座受講者（人）

2すべての人が能力
を発揮できる就業環
境の整備（女性活躍
推進計画Ⅰ）

男女の地位の平等感(家庭生活）

共生協働推進係男女の地位の平等感(地域社会）

男女の地位の平等感(働く場）

令和６年度実施「自治会に関する調査」（219自治会回答）

基本目標 重点目標 項　　　目

　
　
　
　
　
　
　
一
人
ひ
と
り
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
，

『
多
様
な
生
き
方
が
選
択
で
き
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個
性
や
能
力
発
揮
で
き
る
社
会
づ
く
り

』
と

『
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
づ
く
り

』

1男女共同参画に関
する意識の涵養を図
る教育・学習の推進

講演・研修等の開催（回）

3政策方針決定過程
への男女共同参画の
推進（女性活躍推進
計画Ⅱ）

県男女共同参画地域推進員(人）

市職員に占める女性管理職
の割合(係長以上）(%)
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